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使
途
秘
匿
金
に
関
す
る
質
問
主
意
書

平
成
六
年
の
税
制
改
正
で
、
企
業
が
使
途
秘
匿
金
を
支
出
し
た
際
に
課
税
を
行
う
特
例
が
、
二
年
間
の
時
限
立
法
と
し
て
施

行
さ
れ
た
（
租
税
特
別
措
置
法
第
六
十
二
条
）
。
企
業
の
使
途
秘
匿
金
に
対
す
る
課
税
は
、
特
例
の
導
入
時
か
ら
年
々
減
少
に

あ
っ
た
も
の
の
、
平
成
二
十
六
年
六
月
ま
で
の
一
年
間
は
一
〇
五
四
社
、
約
二
十
四
億
円
に
上
り
、
法
人
数
は
前
年
（
一
〇
四

〇
社
）
を
初
め
て
上
回
っ
た
。
課
税
額
は
横
ば
い
で
あ
っ
た
が
、
資
本
金
一
億
円
以
上
の
大
企
業
に
限
る
と
約
十
二
億
円
（
一

八
六
社
）
と
な
り
、
こ
ち
ら
も
前
年
（
約
十
億
円
）
よ
り
増
加
と
な
っ
た
。
（
平
成
二
十
八
年
一
月
二
十
二
日
毎
日
新
聞
の
記

事
に
よ
る
）

使
途
秘
匿
金
は
、
賄
賂
や
談
合
金
、
秘
密
政
治
献
金
、
総
会
屋
対
策
費
の
よ
う
な
、
違
法
ま
た
は
不
当
な
支
出
に
つ
な
が
り

や
す
く
、
公
正
な
取
引
を
阻
害
す
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
税
負
担
の
公
平
性
の
確
保
、
公
正
な
取
引
を
確
保
す
る
為
に
は

企
業
の
使
途
秘
匿
金
の
支
出
を
無
く
す
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
使
途
秘
匿
金
の
課
税
制
度
に
つ
き
次
の
事
項
、
質

問
す
る
。

一

使
途
秘
匿
金
の
課
税
制
度
の
導
入
検
討
時
、
税
制
調
査
会
の
「
平
成
六
年
度
の
税
制
改
正
に
関
す
る
答
申
」
で
は
、
「
企

業
経
営
者
の
み
な
ら
ず
社
会
的
な
モ
ラ
ル
の
問
題
で
も
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
問
題
を
是
正
す
る
た
め
に
税
制
を
活
用
す
る
こ

一



と
は
、
厳
に
慎
し
む
べ
き
で
あ
る
と
の
意
見
も
強
い
。
し
た
が
っ
て
、
や
む
を
得
ず
税
制
上
の
措
置
を
講
ず
る
よ
う
な
場
合

に
お
い
て
も
、
単
に
支
出
先
が
不
明
で
あ
る
と
い
う
だ
け
で
い
た
ず
ら
に
対
象
を
拡
大
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
配
意
す
る
必

要
が
あ
る
ほ
か
、
新
た
な
措
置
が
企
業
活
動
や
税
務
執
行
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
に
な
る
の
か
必
ず
し
も
予
測

し
が
た
い
こ
と
に
も
か
ん
が
み
、
時
限
的
な
も
の
に
止
め
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
。
」
と
し
て
い
た
。

①

使
途
秘
匿
金
の
課
税
制
度
が
九
回
の
延
長
を
経
て
、
平
成
二
十
六
年
に
恒
久
化
さ
れ
る
ま
で
の
過
程
の
中
で
、
上
記
の

答
申
で
示
さ
れ
た
よ
う
な
、
社
会
的
な
モ
ラ
ル
の
問
題
に
対
し
税
制
を
活
用
す
る
こ
と
は
慎
む
べ
き
旨
の
懸
念
が
解
消
さ

れ
た
上
で
、
現
行
の
制
裁
課
税
は
施
行
さ
れ
て
い
る
の
か
。

②

使
途
秘
匿
金
の
課
税
制
度
の
特
例
は
、
違
法
ま
た
は
不
当
な
使
途
秘
匿
金
の
支
出
を
抑
制
す
る
た
め
の
政
策
的
な
立
法

で
あ
り
、
使
途
秘
匿
金
の
支
出
を
税
法
上
認
知
す
る
も
の
で
は
な
い
と
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
平
成
二
十
六
年
度
税
制
改

正
に
お
い
て
使
途
秘
匿
金
の
支
出
が
あ
る
場
合
の
課
税
の
特
例
の
適
用
期
限
の
撤
廃
が
さ
れ
、
恒
久
化
さ
れ
た
。

適
用
期
限
の
撤
廃
は
、
使
途
秘
匿
金
の
支
出
を
税
法
上
認
め
る
も
の
か
。
そ
れ
と
も
使
途
秘
匿
金
は
あ
く
ま
で
も
法
人

税
基
本
通
達
上
の
措
置
で
あ
り
、
制
度
的
に
も
こ
れ
ら
が
認
め
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
の
考
え
に
変
わ
り
は
な
い
か
。

政
府
の
見
解
は
如
何
に
。

二



二

通
常
の
法
人
税
に
加
え
、
四
十
％
の
制
裁
課
税
を
支
出
し
て
ま
で
も
使
途
秘
匿
金
と
し
て
申
告
を
し
、
支
出
相
手
先
の
隠

蔽
を
行
う
企
業
に
対
し
て
、
制
裁
課
税
で
使
途
秘
匿
金
の
支
出
抑
制
を
促
す
の
は
限
界
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
政
府
が
、

使
途
秘
匿
金
の
支
出
を
税
法
上
認
め
な
い
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
企
業
名
の
公
表
等
、
制
度
の
見
直
し
が
今
後
必
要
で
あ
る

と
考
え
る
が
、
検
討
は
さ
れ
て
い
る
か
。
今
後
検
討
は
さ
れ
る
か
。

右
質
問
す
る
。

三


